
 

 
 
 
 

 
 
 
 

６月の取組と夏休みに向けて 
校 長 海江田 なぎさ 

 
第１回学校運営協議会では、お忙しい中、６人の委員の方々に御来校いただきました。

今年度の重点目標「生徒が『大久保中に来たい』と思う学校づくり」に向けて、コミュニ
ティ・スクールとして、学校・家庭・地域がどのように連携することができるのかという
ことについて、活発な御協議をいただきました。また、授業や給食など、子どもたちの日
常の学校生活を見ていただくこともできました。ありがとうございました。 

 
いじめ防止月間である６月は、いじめを未然に防

ぐためにできること・やるべきことについて、学校全
体で考えました。いくつかの取組を紹介します。 

○朝礼（リモート）では――― 

教頭をゲストティーチャーに迎え、「いじめ防止対策推進法」の「いじめの定義」
をもとに、「本人が『いじめ』と感じた時点で『いじめ』となるのではない。『苦痛だ』
と感じた時点で『いじめ』となる。しかも、どこから『苦痛だ』と感じるかという感
じ方は、人によって、また、同じ人でも置かれている状況によって違う。だから、相
手の気持ちを考えて行動することが必要である。」ということなどについて講話を行
いました。 

 ○道徳の授業では――― 
話合い活動を通じて、「『いじめ』」と『いじり』の違い」について考えたり、「集団

の中の『正義』」について考えたりするなど、発達段階に応じて、いじめを「自分事」
としてとらえる授業を行いました。 

○学級活動では――― 
各学級で、いじめを見逃さないために、どんな考え方が必要か、学級としてどんな

取組ができるかということについて意見を述べ合った後、いじめ撲滅に向けた学級ス
ローガンづくりを行いました。 

今後も、一連の取組で考えたことを定期的に振り返りながら、生活に生かしていきます。 

 
今学期、学校行事や学校総合体育大会への参    

加等、大きな予定の変更や事故なく取り組むこと
ができました。現在は、地域の事業所の御協力を得
ながら、７月の未来くるワーク（職業体験学習）に
向けての学習も進んでいます。これも、生徒の健康
管理、安全な登下校の見守りや大会への引率等、
様々な形での御家庭や地域の方からの御理解・御
協力があってのことと感謝しております。 

 
さて、あと数週間で、夏休みとなります。ネット利用で、加害者にも被害者にもなり得

る機会が増えることになります。今一度、御家庭でルールを決めるなど、話し合う機会を
もっていただきますようお願いいたします。 
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５組のいじめ撲滅に向けたスローガン 


